
道
路
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱 

第
一　

道
路
法
の
一
部
改
正 

 

一　

道
路
網
の
整
備
に
関
す
る
基
本
理
念
の
創
設

　

道
路
網
の
整
備
は
、
道
路
が
我
が
国
の
経
済
社
会
の
活
力
の
向
上
及
び
持
続
的
発
展
、
安
全
か
つ
安
心
で
豊
か
な
国
民

生
活
の
実
現
並
び
に
自
立
的
で
個
性
豊
か
な
地
域
社
会
の
形
成
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
道

路
の
整
備
及
び
管
理
の
効
率
的
か
つ
効
果
的
な
実
施
、
道
路
の
適
正
か
つ
合
理
的
な
利
用
の
促
進
、
道
路
の
防
災
に
関
す

る
機
能
の
確
保
、
道
路
の
脱
炭
素
化
の
推
進
等
を
通
じ
、
将
来
に
わ
た
り
安
全
か
つ
円
滑
な
交
通
の
確
保
と
道
路
及
び
そ

の
周
辺
の
地
域
に
お
け
る
快
適
で
質
の
高
い
生
活
環
境
の
創
出
を
図
る
こ
と
を
基
本
理
念
と
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な 

い
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
一
条
の
二
関
係
）

二　

連
携
協
力
道
路
の
管
理
の
特
例
制
度
の
創
設 

隣
接
し
、
又
は
近
接
す
る
二
以
上
の
市
町
村
の
区
域
に
存
す
る
道
路
（
高
速
自
動
車
国
道
及
び
自
動
車
専
用
道
路
を
除

く
。
）
の
う
ち
、
そ
の
維
持
、
修
繕
等
を
関
係
道
路
管
理
者
（
国
土
交
通
大
臣
で
あ
る
道
路
管
理
者
を
除
く
。
）
間
に
お

け
る
連
携
及
び
協
力
に
よ
っ
て
効
率
的
か
つ
効
果
的
に
行
う
必
要
が
あ
る
も
の
（
以
下
「
連
携
協
力
道
路
」
と
い
う
。
）



に
つ
い
て
、
関
係
道
路
管
理
者
は
、
協
議
に
よ
り
そ
の
管
理
の
方
法
及
び
連
携
協
力
道
路
の
管
理
に
関
す
る
費
用
の
分
担

の
方
法
を
別
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　

（
第
二
十
条
の
二
及
び
第
五
十
五
条
の
二
関
係
） 

三　

道
路
啓
開
計
画
の
策
定 

１　

交
通
上
密
接
な
関
連
を
有
す
る
道
路
（
以
下
「
密
接
関
連
道
路
」
と
い
う
。
）
の
管
理
を
行
う
二
以
上
の
道
路
管
理

者
（
以
下
「
密
接
関
連
道
路
管
理
者
」
と
い
う
。
）
は
、
協
議
会
に
お
け
る
協
議
の
結
果
、
大
規
模
な
災
害
が
発
生
し

た
場
合
に
お
け
る
緊
急
輸
送
の
確
保
を
図
る
た
め
の
密
接
関
連
道
路
の
維
持
（
道
路
の
啓
開
の
た
め
に
行
う
も
の
に
限

る
。
）
を
効
果
的
に
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る

密
接
関
連
道
路
の
維
持
の
方
法
、
効
果
的
に
維
持
を
行
う
た
め
の
訓
練
に
関
す
る
事
項
等
に
つ
い
て
定
め
た
道
路
啓
開

計
画
を
作
成
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
定
め
た
道
路
啓
開
計
画
に
つ
い
て
、
定
期
的
に
、
調
査
、
分
析
及
び
評
価
を
行
う

よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
変
更
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

（
第
二
十
二
条
の
三
及
び
第
二
十
八
条
の
二
関
係
） 

２　

道
路
啓
開
計
画
に
基
づ
い
て
密
接
関
連
道
路
管
理
者
が
そ
の
管
理
す
る
道
路
以
外
の
密
接
関
連
道
路
の
維
持
を
行
う

場
合
に
お
い
て
、
当
該
道
路
を
管
理
す
る
道
路
管
理
者
に
よ
る
承
認
を
不
要
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 



（
第
二
十
四
条
関
係
） 

四　

国
土
交
通
大
臣
に
よ
る
都
道
府
県
又
は
市
町
村
が
管
理
す
る
道
路
の
代
行
制
度
の
拡
充 

１　

国
土
交
通
大
臣
は
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
都
道
府
県
又
は
市
町
村
か
ら
の
要
請
に
基
づ
い
て
、
道
路

の
附
属
物
で
あ
る
自
動
車
駐
車
場
に
つ
い
て
、
当
該
都
道
府
県
又
は
市
町
村
に
お
け
る
道
路
の
維
持
又
は
災
害
復
旧
に

関
す
る
工
事
の
実
施
体
制
そ
の
他
の
地
域
の
実
情
を
勘
案
し
て
、
災
害
復
旧
に
関
す
る
工
事
等
の
実
施
の
た
め
に
必
要

な
管
理
（
当
該
都
道
府
県
又
は
市
町
村
が
自
ら
こ
れ
を
的
確
か
つ
迅
速
に
行
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も

の
に
限
る
。
）
を
当
該
都
道
府
県
又
は
市
町
村
に
代
わ
っ
て
自
ら
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

（
第
十
七
条
第
七
項
関
係
） 

２　

国
土
交
通
大
臣
は
、
都
道
府
県
又
は
市
町
村
か
ら
の
要
請
に
基
づ
い
て
、
重
要
物
流
道
路
等
と
交
通
上
密
接
に
関
連

す
る
防
災
拠
点
自
動
車
駐
車
場
に
つ
い
て
、
そ
の
管
理
の
実
施
体
制
そ
の
他
の
地
域
の
実
情
を
勘
案
し
て
、
新
設
、
改

築
、
維
持
、
修
繕
そ
の
他
必
要
な
管
理
を
当
該
都
道
府
県
又
は
市
町
村
に
代
わ
っ
て
自
ら
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
四
十
八
条
の
二
十
九
の
五
関
係
） 

五　

災
害
応
急
対
策
に
資
す
る
施
設
等
に
係
る
道
路
へ
の
占
用
許
可
基
準
の
緩
和 



道
路
管
理
者
は
、
道
路
の
附
属
物
で
あ
る
自
動
車
駐
車
場
の
合
理
的
な
利
用
の
観
点
か
ら
継
続
し
て
使
用
す
る
に
ふ
さ

わ
し
い
と
認
め
ら
れ
る
災
害
応
急
対
策
に
資
す
る
施
設
等
で
あ
っ
て
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
防
災
拠
点
自
動

車
駐
車
場
そ
の
他
の
場
所
へ
移
動
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
つ
い
て
、
道
路
の
敷
地
外
に
余
地
が
な
い
た
め
に
や
む

を
得
な
い
も
の
で
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
道
路
の
占
用
の
許
可
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
三
十
三
条
第
二
項
関
係
） 

六　

道
路
脱
炭
素
化
基
本
方
針
の
策
定 

１　

国
土
交
通
大
臣
は
、
道
路
の
脱
炭
素
化
の
推
進
の
意
義
及
び
目
標
に
関
す
る
事
項
、
道
路
の
脱
炭
素
化
の
推
進
の
た

め
に
政
府
が
実
施
す
べ
き
施
策
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
、
道
路
管
理
者
に
よ
る
道
路
の
脱
炭
素
化
の
目
標
の
設
定
に

関
す
る
事
項
等
に
つ
い
て
定
め
た
道
路
の
脱
炭
素
化
の
推
進
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
（
以
下
「
道
路
脱
炭
素
化
基
本

方
針
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
も
の
と
し
、
こ
れ
を
定
め
、
又
は
変
更
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
公
表
す
る
も
の
と 

す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
四
十
八
条
の
六
十
六
関
係
）

 

２　

社
会
資
本
整
備
審
議
会
の
調
査
審
議
事
項
に
道
路
脱
炭
素
化
基
本
方
針
を
追
加
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

 

（
第
七
十
九
条
第
一
項
関
係
）



 
七　

道
路
脱
炭
素
化
推
進
計
画
の
策
定

１　

道
路
管
理
者
は
、
道
路
脱
炭
素
化
基
本
方
針
に
即
し
て
、
そ
の
管
理
す
る
道
路
に
係
る
道
路
の
脱
炭
素
化
の
推
進
に

関
し
、
そ
の
管
理
す
る
道
路
の
脱
炭
素
化
の
目
標
、
当
該
目
標
の
達
成
の
た
め
に
行
う
道
路
の
脱
炭
素
化
の
推
進
を
図

る
た
め
の
施
策
に
関
す
る
事
項
等
に
つ
い
て
定
め
た
計
画
（
以
下
「
道
路
脱
炭
素
化
推
進
計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成

す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
道
路
脱
炭
素
化
推
進
計
画
を
定
め
、
又
は
変
更
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な

く
、
国
土
交
通
大
臣
で
あ
る
道
路
管
理
者
は
こ
れ
を
公
表
す
る
も
の
と
し
、
国
土
交
通
大
臣
以
外
の
道
路
管
理
者
に
あ

 

っ
て
は
、
こ
れ
を
公
表
す
る
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
国
土
交
通
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

 

（
第
四
十
八
条
の
六
十
七
関
係
）

２　

道
路
管
理
者
は
、
道
路
の
脱
炭
素
化
に
資
す
る
施
設
等
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
「
脱
炭
素
化
施
設
等
」

と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
道
路
の
交
通
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
少
な
い
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
場
所
に
設
け
ら

れ
る
も
の
（
道
路
脱
炭
素
化
推
進
計
画
に
お
い
て
そ
の
設
置
に
関
す
る
事
項
が
定
め
ら
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い

て
、
道
路
の
敷
地
外
に
余
地
が
な
い
た
め
に
や
む
を
得
な
い
も
の
で
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
道
路
の
占
用
の
許
可
を

与
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
三
十
三
条
第
二
項
関
係
） 



３　

道
路
協
力
団
体
は
、
そ
の
協
力
が
必
要
な
事
項
が
定
め
ら
れ
た
道
路
脱
炭
素
化
推
進
計
画
に
基
づ
き
、
道
路
管
理
者

が
実
施
す
る
道
路
の
脱
炭
素
化
の
推
進
を
図
る
た
め
の
施
策
に
協
力
す
る
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
道
路
協
力
団
体
の

 

業
務
に
脱
炭
素
化
施
設
等
の
設
置
又
は
管
理
を
追
加
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

 

（
第
四
十
八
条
の
六
十
一
及
び
第
四
十
八
条
の
六
十
五
関
係
）

 

八　

道
路
の
構
造
の
原
則
に
お
け
る
配
慮
事
項
の
追
加

　

道
路
の
構
造
に
つ
い
て
、
道
路
の
脱
炭
素
化
の
推
進
そ
の
他
の
措
置
に
よ
り
環
境
へ
の
負
荷
の
低
減
が
図
ら
れ
る
よ
う

配
慮
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
二
十
九
条
第
二
項
関
係
） 

九　

負
担
金
等
の
納
付
時
の
充
当
順
位
の
変
更 

 

　

道
路
法
に
基
づ
く
負
担
金
等
の
納
付
時
に
お
け
る
充
当
処
理
の
見
直
し
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

 

（
第
七
十
三
条
関
係
）

十　

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。 

第
二　

道
路
整
備
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正 

一　

国
土
交
通
大
臣
に
よ
る
地
方
道
路
公
社
管
理
道
路
の
代
行
制
度
の
創
設 



　

国
土
交
通
大
臣
は
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
地
方
道
路
公
社
か
ら
の
要
請
に
基
づ
い
て
、
地
方
道
路
公
社

が
管
理
す
る
道
路
（
以
下
「
公
社
管
理
道
路
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
当
該
地
方
道
路
公
社
に
お
け
る
道
路
の
維
持
又

は
災
害
復
旧
に
関
す
る
工
事
の
実
施
体
制
そ
の
他
の
地
域
の
実
情
を
勘
案
し
て
、
公
社
管
理
道
路
の
維
持
（
道
路
の
啓
開

の
た
め
に
行
う
も
の
に
限
る
。
）
及
び
災
害
復
旧
に
関
す
る
工
事
で
あ
っ
て
、
高
度
の
技
術
を
要
す
る
も
の
又
は
高
度
の

機
械
力
を
要
す
る
も
の
を
当
該
地
方
道
路
公
社
に
代
わ
っ
て
自
ら
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　

　

（
第
三
十
二
条
の
二
関
係
） 

二　

東
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社
、
首
都
高
速
道
路
株
式
会
社
、
中
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社
、
西
日
本
高
速
道
路
株
式
会

社
、
阪
神
高
速
道
路
株
式
会
社
及
び
本
州
四
国
連
絡
高
速
道
路
株
式
会
社
（
以
下
「
会
社
」
と
い
う
。
）
又
は
地
方
道
路

公
社
は
、
高
速
道
路
等
の
道
路
管
理
者
に
代
わ
っ
て
、
第
一
の
三
の
１
に
よ
る
道
路
啓
開
計
画
を
作
成
し
、
並
び
に
道
路

啓
開
計
画
の
作
成
及
び
変
更
に
関
す
る
協
議
並
び
に
道
路
啓
開
計
画
の
実
施
に
係
る
連
絡
調
整
を
行
う
た
め
の
協
議
会
を

組
織
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
九
条
第
一
項
及
び
第
十
七
条
第
一
項
関
係
） 

三　

会
社
又
は
地
方
道
路
公
社
は
、
高
速
道
路
等
の
道
路
管
理
者
に
代
わ
っ
て
、
第
一
の
七
の
１
に
よ
る
道
路
脱
炭
素
化
推

進
計
画
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
九
条
第
一
項
及
び
第
十
七
条
第
一
項
関
係
） 



四　

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 

第
三　

道
路
整
備
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

一　

国
は
、
都
道
府
県
又
は
市
町
村
が
道
路
の
占
用
の
許
可
を
受
け
て
第
一
の
五
の
災
害
応
急
対
策
に
資
す
る
施
設
等
を
設

置
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
、
そ
の
設
置
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
資
金
を
無
利
子
で
貸
し
付
け
る
場
合
に
お
い
て
、
当

該
貸
付
け
に
必
要
な
資
金
の
一
部
を
無
利
子
で
当
該
都
道
府
県
又
は
市
町
村
に
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る

こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
一
条
及
び
第
五
条
関
係
） 

二　

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。 

第
四　

附
則 

一　

こ
の
法
律
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る

日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
附
則
第
一
条
関
係
） 

二　

所
要
の
経
過
措
置
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
附
則
第
二
条
か
ら
第
四
条
ま
で
関
係
） 

三　

こ
の
法
律
の
施
行
状
況
に
関
す
る
検
討
規
定
を
設
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　

（
附
則
第
五
条
関
係
） 

四　

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
附
則
第
六
条
か
ら
第
九
条
ま
で
関
係
） 


